
・原子力損害賠償 ・保障措置、平和的利用のた ・船舶用原子炉の規制

めの規制

・試験研究用原子炉の規制

・環境モニタリングの司令塔・

SPEEDI

・放射線障害の防止

・放射能水準の把握のため

の監視・測定

・原子力損害賠償

原子力安全規制に関する新組織のイメージ案

○ 環境省の外局（いわゆる「３条委員会」）として原子力利用における安全確保を図ることを任務とする「原子力規制委員会」と、その事務局組織である

「原子力規制庁」を設置。委員長及び委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命

○ 「原子力規制委員会」には、原子力安全委員会及び原子力安全・保安院（産業保安に係る部署を除く）の事務のほか、文科省及び国交省の所掌す

る原子力安全の規制、核不拡散のための保障措置、核セキュリティのための核物質防護の規制に関する事務を一元化
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